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一般質問をしました。（６月１７日：本会議にて） 

 

「人に優しくて住み良い豊島区、母国語をしっかり

学び、真の国際人を育む教育豊島を目指して」 

１．駐輪場対策について 

問：大塚駅では６月１日より放置自転車の撤去作業がスタートして、地域からいろ

いろな声が寄せられてきている。現在までの撤去の状況と今後の見通しは？ 
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答：６月１日より１０日間で６２１台撤去された。返還率は３割程度。このままで

推移すると新たな保管場所の確保が課題となる。 

問：バイクの駐輪場についての今後の方針は？  

答：大塚駅周辺においては２か所整備したが、ほぼ満車の状態。啓発ビラにより放

置車の減尐に努める。 

問：登録型自転車置場の利用状況はどうか。今後の整備方針は？ 

答：都電沿線は満車。大塚台公園内は約２割の利用。広報等で利用率向上を図る。 

２．健康センターについて 

問：健康センターの竣工までのスケージュールは？ 

答：平成２４年度には「整備基本計画」、平成２８年度中の竣工を目指す。 

問：区民の多種多様なニーズにこたえるために、健康に携わるあらゆる団体から構

成される会議体を形成すべきだと思うが？ 

答：平成２４年度に健康関連業界・団体との意見交換など多方面からのご意見をお

取り入れる検討体制を構築する予定。 

３．母国語としての日本語教育について 

問：小学校低学年からの英語教育に対して私は違和感を覚える。区としては母国語

としての日本語教育についてどのように考えているのか。 

答：世田谷区の教科「日本語」は日本の伝統文化を大切にする態度の育成を狙うも

ので注目している。新学習指導要領では児童のコミュニケーション能力の素地

を養うことを狙いとしている。区独自の取り組み「国語力キット」により、教

員向け授業アイデア集や e―ラーニングシステムを用いて国語力向上に努める。 
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【今定例会で審議された議案・請願・陳情と議決の結果】 

第４８号議案：豊島区特別区税条例等の一部を改正する条例→可決 

第４９号議案：豊島区狭小住戸集合住宅税条例の一部を改正する条例→可決 

第５０号議案：豊島区国民健康保険条例の一部を改正する条例→可決 

第５１号議案：豊島区保健福祉審議会条例→可決 

第５２号議案：豊島区中高層集合住宅建築物の建築に関する条例の一部を改正する条例 

→可決 

第５３号議案：豊島体育館大規模改修に伴う初度調弁（第１次）運動用品・運動器具等の

買い入れについて→可決 

第５４号議案：訴訟上の和解について→可決 

第５５号議案：豊島区立障害者福祉施設の指定管理者の指定について→可決 

第５６号議案：豊島区立心身障害者福祉ホームの指定管理者の指定について→可決 

第５７号議案：特別区道路線の一部廃止について→可決 

第５８号議案：特別区道路線の認定について→可決 

 

２１請願第 ２号：巣鴨地蔵通り周辺区域の総合的なまちづくり促進に関する請願→可決 

２１陳情第１２号：「子ども擁護センター（仮称）」の設置についての陳情 

→（私は反対しましたが）可決 

２１陳情第１３号：東京マラソンの第２スタート地点を池袋に誘致についての陳情→継続審査 

２１陳情第１４号：廃プラスチック（ＰＰ・ＰＳ・ＰＥ）の油化についての陳情→継続審査 

２１陳情第１５号：「豊島区子どもの権利に関する条例」の具体化についての陳情 

        →（私は反対しましたが）可決 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古ちゃんõＳ チェック 

本会議の最終日に反対討論をしました。豊島区では平成１８年に「子どもの権利に関す

る条例」が第一会派である自民党区議団が反対する中、制定されました。その時は、「指摘

された問題点を十分に考慮し、場合によっては廃止も含めて今後予算の執行には慎重を期

す」ことになっていましたが、その時実施されなかった内容について具体化することを依

頼した陳情が今定例会に２本提出され、私、刷新の会と自民党豊島区議団の反対の中、賛

成多数で可決となってしまいました。 

充分な判断力を持たない子供に「権利」を与え、わがままし放題の子供を作る可能性の

ある条例には賛成できませんし、先駆けてこの条例を制定し、教育界に多くの問題を生じ

させてしまった川崎市などでは、この陳情でも設置を求めている子ども権利擁護委員にあ

たる川崎市人権オンブズーパーソンからの報告によると、授業中に立ち歩きをした生徒を

強制的に着席させた教師が謝罪と研修をさせられたという事件もおこりました。「権利」と

いう錦の御旗を掲げ、何が人権で、何が人権侵害なのかという定義も明確にせず、「権利」

を守るために権利擁護委員の独断と偏見によって家庭や教育環境が監視・指導されていく

ことを認めるわけにはいきません。この条例の制定の背後には政治的な意図が含まれてい

ることを指摘しておきます。このような方策ではなく、本来の三権分立の仕組みを用いた 

警察・司法・地域コミュニティとの緊密な連携の中で、子供は保護されるべきと考えます。 
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本会議最終日、反対討論にて 
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「補助１７３号線の道路についての請願」  「巣鴨地蔵通り周辺区域の総合的なまちづくり 

のため現地視察          促進に関する請願」のため現地視察 

 

 

今回の都市整備委員会では珍しく、自民党から共産党まで全会派一致した結論を得ました。正

副委員長も非常に楽だったのではないかと思います（笑）。 

 大塚駅周辺の自転車駐輪問題について視察もし、担当課長の報告がありました。「大塚駅周辺の

放置自転車が相当数なくなり、区として努力してくれていることに敬意を表するが、まだまだ自

転車行政について不平等だと感じる方がいらっしゃる。ますます周知徹底を図り、区民目線での

行政をお願いしたい。」と発言しておきました。 

 地元のことだけでなく、あらゆる地域の情報をお待ちしております。皆さんの代弁者として一

生懸命発言することをお約束します。 
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